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(54)【発明の名称】 患者誤認防止のための病院医療情報システム。

(57)【要約】        （修正有）
【課  題】頻繁に発生する医療現場での事故の中で、小
さなミスをもリアルタイムに分別・処理し、リスクを回
避する。
【解決手段】病院内の担当部署などのほか、情報アクセ
スサーバとそれぞれ、または単独で接続され、基幹ＬＡ
Ｎの一部を無線化する無線ＬＡＮの中で、ツイスト・ペ
ア・ケーブルを使ったＨＵＢを端末とし、病院用携帯情
報端末としてのＰＤＡを各部室に配置する構成とし、リ
アルタイム処理がなされるもので、バーコードまたは非
接触ＲＦ－ＩＤで、患者情報が記載され、かつ、顔写真
を印字した患者が装着するリストバンドを読み込み、サ
ーバーに保存されている情報を取り込み、データと顔写
真をディスプレー上に表示するとともに、音声で読み上
げ、患者本人に点呼確認すると同時に、周囲にいる人々
にも確認して患者の認識と確認を行なう。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】病院内につくられたコンピュータ用の通信
ネットワークであるＬＡＮの中のイーサネット（登録商
標）を用い、病院内の担当部署、例えば医事事務部門の
オーダリングサーバ、中央材料部門の医療材料物流サー
バ、薬剤部門の薬剤管理サーバ、検査部門の検査部サー
バ、核医学部門の画像サーバ、病棟部門の看護支援サー
バ、輸血部門のその他サーバ、外来部門のその他サーバ
などとそれぞれ、あるいは単独で接続されるイーサネッ
トシステムと、
病院内の医療各部門に配置され、あるいは通院・在宅患
者が携帯する携帯情報端末としてのＰＤＡ（パーソナル
・デジタル・アシスタント）と、
患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療科、セキュリティー・
コードなど）をＰＤＡ（パーソナル・テジタル・アシス
タント）を介して照合し、病院内の担当部署のサーバに
接続し、リアルタイムに情報照合、情報更新などがなさ
れる情報アクセスサーバと、
患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療科、セキュリティー・
コードなど）がバーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤで記
載され、患者が装着するリストバンドと、
で構成されることを特徴とする患者誤認防止のための病
院医療情報システム。
【請求項２】患者が任意の場所に装着するリストバンド
には、患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療科、、セキュリ
ティー・コードなど）が、バーコードまたは非接触ＲＦ
－ＩＤで記載され、あるいは、任意に顔写真を印字し、
かつ、無線ＬＡＮによるリアルタイム処理がなされ、リ
ストバンドの患者情報などをＰＤＡ付属のリーダーで読
み取り、サーバーに保存されている情報を取り込み、姓
名、性別、生年月日、住所、患者の症状、投薬歴などば
かりか、印字された顔写真をＰＤＡのディスプレー上に
表示し、ＰＤＡが音声で出力し、患者本人に確認すると
同時に、同室の患者、付き添え人などにも確認し、患者
が装着するリストバンドと情報アクセスサーバのデータ
の同一を確認する患者誤認防止のための病院医療情報シ
ステム。
【請求項３】病棟への入退室管理にあたっては、医療担
当者の職員カードに、医療担当者情報を入力した非接触
ＲＦ－ＩＤを埋め込み、患者のリストバンドに患者情報
（患者ＩＤ、病棟、診療科、セキュリティー・コードな
ど）を入力した非接触ＲＦ－ＩＤを埋め込み、各病棟入
口に設置した非接触ＲＦ－ＩＤアンテナで照合し、医療
担当者と患者の確認をする患者誤認防止のための病院医
療情報システム。
【請求項４】手術者の確認にあたっては、患者のリスト
バンドに患者情報を入力した非接触ＲＦ－ＩＤを埋め込
み、埋め込まれた患者情報を手術室の入口に設置してい
る非接触ＲＦ－ＩＤアンテナにより、患者情報を自動的
に読み取り、手術オーダー情報に基づき、手術患者を自
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動的に確認し、患者が装着するリストバンドと非接触Ｒ
Ｆ－ＩＤアンテナのデータの同一を確認し、間違った患
者や同一患者でも、指定日、指定時間以外に手術室に運
ばれると、音声または警告信号によって知らせる患者誤
認防止のための病院医療情報システム。
【請求項５】採血の確認にあたっては、外来の採血患者
は、採血室入口に設置された非接触ＲＦ－ＩＤアンテナ
を埋め込んだ台、入院患者はカートに設置された非接触
ＲＦ－ＩＤアンテナを埋め込んだ台に手を置くことで、
患者および検査オーダー内容を確認し、検査オーダーに
基づいて採血管の種類や採血量などが、外来の採血患者
は、採血台に設置されたディスプレーに表示され、入院
患者はＰＤＡに表示されることを特徴とする患者誤認防
止のための病院医療情報システム。
【請求項６】内服・外用薬剤処方と投与の確認にあたっ
ては、薬剤に添付されたバーコードをＰＤＡ付属のリー
ダーで読み、患者のリストバンドのバーコードまたは非
接触ＲＦ－ＩＤを読み、あるいは、医療担当者の職員カ
ードの非接触ＲＦ－ＩＤを読み、サーバーのオーダー情
報と照合し、その患者に処方された薬剤と確認したら薬
剤名、服用量、服用時間、服用方法等をＰＤＡが音声で
出力し、顔写真を任意に加えてディスプレーに表示し、
違う患者用に処方されていた場合、アラーム音を出し、
注意を喚起するとともに、その薬剤が処方された患者の
患者ＩＤ（カルテ番号）、病棟、診療科、氏名、性別、
生年月日等と顔写真をディスプレーに表示することを特
徴とする患者誤認防止のための病院医療情報システム。
【請求項７】輸液と処方の確認にあたっては、輸液に添
付されたバーコードをＰＤＡ付属のリーダーで読み、患
者のリストバンドのバーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤ
を読み、サーバーのオーダー情報と照合し、その患者に
処方された輸液と確認したら輸液名、使用量、使用時
間、使用方法等をＰＤＡが音声で出力し、顔写真を任意
に加えてディスプレーに表示し、違う患者用の場合、ア
ラーム音を出して注意を喚起するとともに、その輸液が
正確に用意された場合、患者の患者ＩＤ（カルテ番
号）、病棟、診療科、氏名、性別、生年月日等と、顔写
真（任意）をディスプレーに表示することを特徴とする
患者誤認防止のための病院医療情報システム。
【請求項８】輸血と処方の確認にあたっては、血液製剤
に添付されたバーコードをＰＤＡ付属のリーダーで読
み、患者のリストバンドのバーコードまたは非接触ＲＦ
－ＩＤを読み、サーバーのオーダー情報と照合し、その
患者に処方された血液製剤であると確認したら、血液製
剤名、使用量、使用時間、使用方法等をＰＤＡが音声で
出力し、顔写真を任意に加えてディスプレーに表示し、
違う患者用に処方された場合、アラーム音を出し、注意
を喚起するとともに、その血液製剤が処方された患者の
患者ＩＤ（カルテ番号）、病棟、診療科、氏名、性別、
生年月日等と、任意に顔写真をディスプレーに表示する
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ことを特徴とする患者誤認防止のための病院医療情報シ
ステム。
【請求項９】処置と処方の確認にあたっては、処置プロ
グラムが起動している状態で、患者のリストバンドのバ
ーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤで読むと、その患者に
対する処置オーダーが画面に表示されるとともにＰＤＡ
が音声で出力し、任意に顔写真をディスプレーに表示
し、医療担当者の情報もバーコードまたは非接触ＲＦ－
ＩＤより入力して確認し、指示通りの処置を行った場合
は処置終了をチェックしてサーバーのデータベースに終
了時間が書き込まれ、指示と異なった処置を行った場合
はその内容を入力し、医師側で処置内容を確認できるよ
うリアルタイムにデータベースを更新し、入力終了後に
処置終了をチェックすることを特徴とする患者誤認防止
のための病院医療情報システム。
【請求項１０】手術と処方の確認にあたっては、手術プ
ログラムが起動している状態で、患者のリストバンドの
バーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤで読むと、その患者
に対する手術オーダーが画面に表示されるとともに、Ｐ
ＤＡが音声で出力し、任意に顔写真をディスプレーに表
示し、医療担当者の情報もバーコードまたは非接触ＲＦ
－ＩＤより入力して確認し、サーバーのオーダー情報と
照合し、その患者に実施される術式、担当医、手術部
位、病名等をＰＤＡが音声で出力し、任意に顔写真をデ
ィスプレーに表示し、指示通りの手術を行った場合は、
手術終了をチェックしてサーバーのデータベースに終了
時間が書き込まれ、リアルタイムにデータベースを更新
し、指示と異なった手術の場合は、手術を中止し、医師
側で手術内容をチェックすることを特徴とする患者誤認
防止のための病院医療情報システム。
【請求項１１】人工透析にあたっては、処置プログラム
が起動している状態で、患者のリストバンドのバーコー
ドまたは非接触ＲＦ－ＩＤで読むと、その患者に対する
透析処方のオーダーが画面に表示されるとともに、ＰＤ
Ａが音声で出力し、任意に顔写真をディスプレーに表示
し、医療担当者の情報もバーコードまたは非接触ＲＦ－
ＩＤより入力して確認し、入力終了後に処置終了をチェ
ックすることを特徴とする患者誤認防止のための病院医
療情報システム。
【請求項１２】患者の医療情報としての電子カルテ、検
査データ、看護データ、薬剤投与履歴データ、薬剤配合
変化データなどは、インターネットを利用して病院・医
院間で共同利用できるようにし、データ交換プロトコル
はデータ・エクスチェンジに従うものとし、病院内の他
の医療システムおよび他の病院・医院とのデータ交換に
は、ＭＭＬに準拠したＸＭＬを用い、画像データの交換
には、ＭＭＬに準拠したＤＩＣＯＭフォーマットで行
い、医療機器とのデータ交換には、ＭＭＬに準拠したＨ
Ｌ７プロトコルで行い、画像データがある場合にはＤＩ
ＣＯＭフォーマットに従うことを特徴とする請求項１記*
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*載の患者誤認防止のための病院医療情報システム。
【請求項１３】患者用ガイダンス、ドクター用ガイダン
ス、患者サービス、在宅医療との連携を可能とし、在宅
医療に関しては、病院医療情報システムの情報アクセス
サーバと、在宅患者が携帯する携帯情報端末または患者
宅に設置されるパソコンとをインターネットを介して行
うデータ通信可能な情報通信手段とし、患者の医療デー
タを蓄積している医療機関の病歴、薬歴などのデータベ
ースに、患者の生体情報（バイタル・データ）である体
温、脈拍、血圧などの数値を、患者自身が入力するため
に在宅患者が携帯する患者用携帯情報端末または患者宅
に設置されるパソコンで、生体情報をインターネットを
介して病院に送信するばかりか、携帯情報端末または患
者宅に設置されるパソコンのインターネット・ホーンを
利用して在宅のまま医療機関の医師診断と薬剤の処方な
どの指示事項をインターネット・ホーンを利用して行
い、在宅患者への医療情報の送信、指定した薬局への薬
剤の処方箋の送信を行い、また、通院の外来診療時間の
予約などが可能な患者誤認防止のための病院医療情報シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、頻繁に発生する医
療現場での事故の中で、小さなミスをもリアルタイムに
分別・処理し、リスクを回避するために、イーサネット
１を利用した病院内の患者誤認防止のための病院医療情
報システムを構築し、在宅患者との健康状態の情報交流
をも活発化し、患者誤認防止のための情報をビジュアラ
イズに表示し、かつ、音声で警告するものである。
【０００２】
【従来の技術】医療現場での事故は、小さなミスから起
こるといわれ、とくに注射を巡る事故が多く見られてい
る。
【０００３】都立広尾病院では、抗生剤を点滴したあと
に血液凝固阻止剤を注入しなければならないところ、注
射器を取り違えて他の患者への消毒液を注入し、それが
原因で死亡したとされている。
【０００４】また、日本大学板橋病院では、研修医が患
者にブドウ糖の注射をするべきところを、誤って別の患
者用の血圧降下剤を注射し、死亡に至ったとされてい
る。
【０００５】こうした医療現場での事故は、医療行為の
合理化や、医療業務のマンネリ化などがもたらしたもの
が多くあるといわれている。たとえば、抗生剤を点滴し
たあとに血液凝固阻止剤を注入しなければならないとこ
ろ、同じ型の注射器を取り違えて、他の患者への消毒液
を、血液凝固阻止剤を注入しなければならない患者に注
入した場合などもみられ、その場合、同じ型の注射器が
準備されていた。
【０００６】そのために、医療ミスを防止するための対
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策も、次々に考えられるようになってきている。
【０００７】たとえば、都立病院などの現場では、「注
射器などの使用に関連する取扱い要項」が、次のように
決められている。
①  注射の目的で使用の場合には、注射器の色を無色と
し、注射以外の目的で使用の場合には、注射器の色を緑
色とする。
②  血管系チューブに接続する三方活栓は赤色とし、血
管系以外の三方活栓は緑色とする。
③  血管系カテーテルへの注入器接続には、誤接続防止
のため、緑色のカテーテルチップ型注入器を使用する。
④  経管栄養チューブと、注射器との接続には、誤接続
防止のタイプのものを使用する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】医療現場での事故は、
小さなミスから起こるといわれ、とくに注射を巡る事故
が多く見られているが、医療行為は、人命に係わる大変
重要なことなので、前記のような取扱い要項では、再発
が憂慮されるものである。
【０００９】本発明は、従来の医療行為を根本から見直
し、イーサネット１を利用して病院内の患者誤認防止の
ための病院医療情報システムを構築し、患者誤認防止の
ための情報をビジュアライズに表示し、かつ、音声で警
告しようとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明の課題を解決する
ための手段として、病院内につくられたコンピュータ用
の通信ネットワークであるＬＡＮの中のイーサネット１
を用い、病院内の担当部署、たとえば医事事務部門２の
オーダリングサーバ３、中央材料部門４の医療材料物流
サーバ５、薬剤部門６の薬剤管理サーバ７、検査部門８
の検査部サーバ９、核医学部門１０の画像サーバ１１、
病棟部門１２の看護支援サーバ１３、輸血部門１４のそ
の他サーバ１５、外来部門１６のその他サーバ１７など
のほか、情報アクセスサーバ１８とそれぞれ接続され、
またイーサネット１などの基幹ＬＡＮの一部を無線化す
る無線ＬＡＮの中で、ツイスト・ペア・ケーブルを使っ
たＨＵＢ１９を端末とし、病院用携帯情報端末としての
ＰＤＡ（パーソナル・テジタル・アシスタント）２０を
各部室に配置する構成としている。
【００１１】また、基幹ＬＡＮの一部を無線化する無線
ＬＡＮの中で、ツイスト・ペア・ケーブルを使ったＨＵ
Ｂ（ハブ）１９を端末としてリアルタイム処理がなされ
るもので、基幹ＬＡＮにはコントロールモジュール、Ｈ
ＵＢ（ハブ）側にユーザーモジュールと呼ぶアダプタを
つけている。
【００１２】また、バーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤ
で、患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療科、セキュリティ
ー・コードなど）が記載され、かつ、顔写真を印字した
患者が装着するリストバンド２１を読み込み、サーバー
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に保存されている情報を取り込み、姓名、性別、生年月
日、住所などと顔写真をディスプレー上に表示するとと
もに、音声で読み上げ、患者本人に点呼確認すると同時
に、周囲にいる人々にも確認して患者の認識と確認を行
なっており、本発明に用いられるバーコードは普通のバ
ーコードばかりか、二次元、三次元のバーコードを用い
ることによって犯罪の防止が期待できるばかりか、情報
の多重化も可能になっている。
【００１３】さらに内服・外用薬剤処方と投与の確認で
は、薬剤に添付されたバーコードをＰＤＡ（携帯情報端
末）２０付属のリーダーで読み、患者のリストバンド２
１のバーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤを読むもので、
医師・看護婦などの実施担当医療従事者が薬剤の投与を
行う場合には、その従事者の情報も、バーコードまたは
非接触ＲＦ－ＩＤより入力して確認するものである。
【００１４】患者のリストバンド２１の情報は、サーバ
ーのオーダー情報と照合し、その患者に処方された薬剤
であると確認したら薬剤名、服用量、服用時間、服用方
法等を携帯端末が音声で出力し、顔写真と一緒にディス
プレー上に表示されるものであるが、顔写真については
任意に表示されるものである。
【００１５】違う患者用に処方されたものであれば、ア
ラーム音を出し、注意を喚起するとともに、その薬剤が
処方された患者の患者ＩＤ（カルテ番号）、病棟、診療
科、氏名、性別、生年月日等が、顔写真（任意）にＰＤ
Ａ２０のディスプレーに表示されることになっている。
【００１６】輸液と処方の確認では、輸液に添付された
バーコードをＰＤＡ２０付属のリーダーで読み、患者の
リストバンド２１のバーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤ
を読むもので、サーバーのオーダー情報と照合し、その
患者に処方された輸液であると確認したら輸液名、使用
量、使用時間、使用方法等をＰＤＡ２０が音声で出力さ
れ、顔写真（任意）と一緒にディスプレー上に表示され
るものである。
【００１７】医師・看護婦などの実施担当医療従事者の
情報も、バーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤより入力し
て確認するものである。
【００１８】違う患者に用意されたものであれば、ＰＤ
Ａ２０がアラーム音を出し、患者に対して注意を喚起す
るようになっており、その輸液が正確に用意された場合
には患者の患者ＩＤ（カルテ番号）、病棟、診療科、氏
名、性別、生年月日等が、顔写真（任意）とともに、Ｐ
ＤＡ２０のディスプレーに表示されることになってい
る。
【００１９】輸血と処方の確認では、血液製剤に添付さ
れたバーコードをＰＤＡ２０付属のリーダーで読み、患
者のリストバンド２１のバーコードまたは非接触ＲＦ－
ＩＤを読むもので、サーバーのオーダー情報と照合し、
その患者に処方された血液製剤であると確認したら、血
液製剤名、使用量、使用時間、使用方法等をＰＤＡ２０
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7
が音声で出力し、顔写真（任意）と一緒にディスプレー
上に表示されるものである。また、医師・看護婦などの
実施担当医療従事者の情報も、バーコードまたは非接触
ＲＦ－ＩＤより入力して確認するものである。
【００２０】違う患者用に用意された輸血であれば、Ｐ
ＤＡ２０がアラーム音を出し、患者に注意を喚起すると
ともに、その血液製剤が処方された患者の患者ＩＤ（カ
ルテ番号）、病棟、診療科、氏名、性別、生年月日等と
顔写真をＰＤＡ２０のディスプレーに表示することにな
っている。
【００２１】処置と処方の確認では、処置プログラムが
起動している状態で、患者のリストバンド２１のバーコ
ードまたは非接触ＲＦ－ＩＤをＰＤＡ２０の付属リーダ
ーで読むと、その患者に対する処置オーダーが画面に表
示されるとともに、音声で処置内容を読み上げ、顔写真
と一緒にディスプレー上に表示されるものである。ま
た、医師・看護婦などの実施担当医療従事者の情報も、
バーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤより入力しで確認す
るものである。
【００２２】医師の指示通りの処置を行った場合は、処
置終了をチェックし、情報アクセスサーバー１８のデー
タベースに終了時間が書き込まれ、指示と異なった処置
は事前にチェックされ、医師側で処置内容を再確認し、
リアルタイムにデータベースを更新し、入力終了後に処
置終了をチェックする。
【００２３】手術と処方の確認では、手術プログラムが
起動している状態で、患者のリストバンド２１のバーコ
ードまたは非接触ＲＦ－ＩＤをＰＤＡ２０の付属リーダ
ーで読むと、その患者に対する手術オーダーが画面に表
示されるとともに、ＰＤＡ２０が音声で処置内容を出力
し、顔写真（任意）と一緒にＰＤＡ２０のディスプレー
上に表示されるものである。また、医師・看護婦などの
実施担当医療従事者の情報も、バーコードまたは非接触
ＲＦ－ＩＤより入力して確認するものである。
【００２４】情報アクセスサーバー１８のオーダー情報
と照合し、その患者に実施される術式、たとえば、手術
方式として、開腹式か、経尿道式か、レーザー式かな
ど、そのほか、担当医、手術部位、病名等をＰＤＡ（携
帯情報端末）２０が音声で出力され、顔写真（任意）と
一緒にＰＤＡ２０のディスプレー上に表示されるもので
ある。
【００２５】検査データの確認では、採血管の取り違え
防止のために前回測定値と２０％以上の変動があるデー
タはデータ表示色を変えて注意を喚起し、チェックリス
トとして出力するが、数値（例えばＰＴ％、ＩＮＲ、Ｔ
Ｔ％など）の設定は、ユーザーが設定できるようになっ
ている。
【００２６】人工透析処置の確認にあたっては、処置プ
ログラムが起動している状態で、患者のリストバンド２
１のバーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤをＰＤＡ２０の
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付属リーダーで読むと、その患者に対する人工透析処置
のオーダーが画面に表示されるとともに、ＰＤＡ２０が
音声で処置内容を出力し、顔写真（任意）と一緒にＰＤ
Ａ２０のディスプレー上に表示されるものである。ま
た、医師・看護婦などの実施担当医療従事者の情報も、
バーコードまたは非接触ＲＦ－ＩＤより入力しされて医
療実施担当者の確認もなされている。
【００２７】本システムは、外部の医療機関を複合利用
する患者の医療情報をもリアルタイムに導入し、薬の複
合使用や、医師の複合治療に伴う薬疹や副作用を事前に
防止するために、患者の医療情報（電子カルテ、検査デ
ータ、看護データ、薬剤投与履歴データ、薬剤配合変化
データなど）チェックするばかりか、インターネットを
利用して外部の病院・医院との間で共同利用できるよう
にし、データ交換プロトコルはデータ・エクスチェンジ
に従うものとし、病院内の他の医療システム（看護シス
テム、薬剤調合システムなど）および外部の病院、医院
とのデータ交換には、ＭＭＬに準拠したＸＭＬを用い、
画像データの交換にはＭＭＬに準拠したＤＩＣＯＭフォ
ーマットで行い、医療機器とのデータの交換にはＭＭＬ
に準拠したＨＬ７で行い、画像データがある場合にはＤ
ＩＣＯＭフォーマットに従うものである。
【００２８】また、患者用ガイダンスについては、患者
が携帯するリストバンド２１のバーコード、または非接
触ＲＦ－ＩＤをＰＤＡ２０付属のリーダーで読みとり、
パスワードを入力することで、患者の医療情報としての
カルテ、検査データ、使用薬剤などをを患者が参照で
き、その医学的意味や効果、副作用など患者が知りたい
情報をも表示できるようになっている。患者情報の秘密
保持には、患者用携帯情報端末２３を利用して固有のパ
スワードを用いることにしている。
【００２９】患者のリストバンド２１のバーコードに
は、患者のＩＤとセキュリティー・コードが記載され、
セキュリティー・コードは、誤診の防止と安全性の面か
らバーコードとしてのみ記載し、二次元、三次元のバー
コードを用いて情報の多重化を図るばかりか、人が見て
わかる表現では記載しないことにしている。
【００３０】患者用ガイダンスのさらなる特徴として
は、患者の病気の項を選択すると、どのような治療方法
があり、治療方法によってはどのような効果があるの
か、どの程度の時間治療する必要があるのかといった現
在受けている治療の妥当性、他の選択肢、今後の闘病・
療養の指針を対話型のインターフェースで表示、発音し
て説明することになっている。
【００３１】さらに患者に対する服薬指導では、患者が
携帯するリストバンド２１のバーコード、または非接触
ＲＦ－ＩＤと処方された薬のバーコードを読み、パスワ
ードを入力することで、処方された薬のカラー画像が、
ＰＤＡ２０、または患者用携帯情報端末２３に表示さ
れ、服用時間、量などが音声で出力され、文字でも表示
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されるようになっている。
【００３２】また患者に対する注射指導では、患者が携
帯するリストバンド２１のバーコード、または非接触Ｒ
Ｆ－ＩＤと処方された注射薬のバーコードを読み、パス
ワードを入力することで、処方された注射薬と注射器の
カラー画像がＰＤＡ２０、または患者用携帯情報端末２
３に表示され、注射時間、量、注射時の注意事項（もし
配合変化などがあれば）などが音声と文字で表示される
ようになっている。
【００３３】ドクター用ガイダンスでは、ドクターが患
者の症状をヒアリングし、または診察して、その症状や
部位を選択すると、患者がどのような病気をもっている
か、その可能性、病気の併有なども表示され、たとえば
熱があって発疹が表われるという症状をみると、はし
か、猩紅熱、泉熱、風疹、突発性発疹、水痘、発疹チフ
ス、腸チフス、痘そう、薬疹、小児ストロフルスなどの
病名が表示され、病名を選択すると、診断を下すために
必要な検査と症状が表示され、診断名に対して、年齢お
よび性別、あるいは体質ごとにどのような治療方法があ
るのかを表示し、その病気の研究機関・論文にもリンク
できるようになっている。
【００３４】患者サービスでは、ホーム・ページ上から
外来診療の予約ができるようになっており、また、患者
用携帯情報端末２３、または患者宅にあるパソコンでイ
ンターネット・フォーンを利用して、登録済み患者への
ホームドクターサービスを行うことになっている。それ
は時間帯の指定、予約も可能となっている。
【００３５】在宅医療に関しては、病院医療情報システ
ムの情報アクセスサーバ１８と、在宅患者が携帯する患
者用携帯情報端末２３、または患者宅に設置されるパソ
コンとを、インターネットを介して行うデータ通信可能
な情報通信手段とし、患者の医療データとしてのカル
テ、検査データ、使用薬剤などを蓄積している医療機関
の病歴、薬歴などのデータベースに、患者自身が行う検
査で得られる生体情報（バイタル・テータ）である体
温、脈拍、血圧などの数値を、患者自身が入力するため
に在宅患者が携帯する患者用携帯情報端末２３、また
は、患者宅に設置されるパソコンで、検査結果の生体情
報をインターネットを介して病院に送信するばかりか、
患者用携帯情報端末２３、または、患者宅に設置される
パソコンのインターネット・ホーンを利用して在宅のま
ま医療機関の医師診断と薬剤の処方を受けられるように
なっている。
【００３６】在宅で使用する検査機器は、患者用携帯情
報端末２３、または患者宅に設置されるパソコンで計測
機器を制御し、測定結果をインターネットを介して病院
に送信するようになっている。医療機関からの指示事項
も簡単にを行え、患者用携帯情報端末２３のボタンを押
すと、病院の情報アクセスサーバ１８を介して病棟部門
１２に接続されると同時に、インターネット・ホーンが
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起動し、病院側からも患者の様子が分かるようになって
いるばかりか、在宅患者への医療情報の送信、指定した
薬局への薬剤の処方箋の送信もファクスまたは電子メー
ルで行えるようになっている。
【００３７】さらに、通院患者の外来診療時間の予約な
ども可能となっている。
【００３８】患者認識に使用するリストバンド２１は、
非接触ＲＦ－ＩＤを埋め込んだものを用い、病棟への入
退室管理の確認にあたっては、医療担当者は、医療担当
者情報を入力した非接触ＲＦ－ＩＤを職員カードに埋め
込ませ、患者は、患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療科、
セキュリティー・コードなど）を入力した非接触ＲＦ－
ＩＤをリストバンド２１に埋め込ませ、各病棟入口に設
置している非接触ＲＦ－ＩＤアンテナ（図示せず）によ
り、あらかじめ設定されている病院医療情報システム
の、人、時間、感染情報などを元に、医療担当者、患者
の出入りを制限するもので、医療過誤を防止できるよう
になった。
【００３９】手術者の確認にあたっては、患者が使用す
るリストバンド２１に患者情報（患者ＩＤ、病棟、診療
科、セキュリティー・コードなど）を入力した非接触Ｒ
Ｆ－ＩＤを埋め込ませ、手術室２２の入口に設置してい
る非接触ＲＦ－ＩＤアンテナにより、患者情報を自動的
に読み取り、手術オーダー情報に基づき、手術患者を自
動的に確認し、間違った患者ばかりか、同一患者でも指
定日、指定時間などに相違点があると、来室、または手
術室２２に運ばれると、音声または警告信号によって知
らせるようになっている。
【００４０】手術室２２では、手術当日の手術予定、術
式、音声認識による使用材料入力、患者確認などがなさ
れ、患者確認は、患者の氏名、年齢などの属性、血液
型、病名、術式等を、ＰＤＡが音声を出力し、患者本人
を含めて、付き添え人にも確認してもらう機会を作って
いる。
【００４１】採血の確認にあたっては、外来の採血患者
は、採血室に設置された非接触ＲＦ－ＩＤアンテナを埋
め込んだ台に手を置くことで、患者および検査オーダー
内容を確認し、検査オーダーに基づいて採血管の種類や
採血量などが、採血台に設置されたＰＤＡのディスプレ
ーに表示され、採血者は採血終了の確認をすることにな
っている。
【００４２】入院患者は、カートに設置された非接触Ｒ
Ｆ－ＩＤアンテナを埋め込んだ台に手を置くことで、患
者および検査オーダー内容を確認し、検査オーダーに基
づいて採血管の種類や採血量などが、ＰＤＡのディスプ
レーに表示され、採血者は採血終了の確認をすることに
なっている。
【００４３】本システムは、イーサネット１などの基幹
ＬＡＮの一部を無線化した無線ＬＡＮを使用したリアル
タイムシステムを基本とし、イーサネット１に情報アク
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セスサーバ１８が接続されており、情報アクセスザーバ
１８から情報が取り出され、無線ＬＡＮの利用範囲外で
は、インターフェイスの交換により、ＰＨＳや携帯電話
を通してネットワーク接続されるもので、ケーブルの代
わりに電波や光を使っており、端末を設置したあとでも
自由にレイアウトの変更が簡単に行え、とくに端末をＨ
ＵＢ（ハブ・集線装置）１９でまとめて幹線につなぐ支
線の部分に無線ＬＡＮを使っている。
【００４４】また、本システムのネットワークは、イー
サネット１に単一で接続する場合もあり、小規模の医院
や、一部の部門に限定して規模が構成される場合があ
る。
【００４５】本システムの構成を具体的に説明すると、
伝送速度が１０Ｍビット／秒以上の高速無線ＬＡＮが使
われ、１９０Ｈｚ帯の準ミリ波帯の電波を使っており、
イーサネット１との互換性がある日本モトローラのＡｌ
ｔａｉｒ－Ｊなどが使われるものである。
【００４６】病院内につくられたコンピュータ用の通信
ネットワークであるＬＡＮの中のイーサネット１を用
い、医事事務部門２では、オーダリングサーバ３が置か
れ、オーダー入力、修正、追加確認が行われている。中
央材料部門４では、医療材料物流サーバ５が置かれ、医
療材料の物流を管理することになっている。薬剤部門６
では、薬剤管理サーバ７が設置され、投薬履歴管理、患
者確認がなされ、散剤、輸液、錠剤、注射薬などの配合
変化情報の入力で、データの変更ばかりか安全性のチェ
ックもできるようになっている。検査部門８では、検査
部サーバ９が置かれ、病理関連ではオーダリングのほ
か、画像データベース管理、診断書ファイリングシステ
ム、遠隔診断の検査データが蓄積され、生理関連ではオ
ーダリングのほか、データビジュアライズ、検査データ
のデータベース化が考慮されている。核医学部門１０で
は、画像サーバ１１が置かれ、患者確認がなされてい
る。病棟部門１２では、看護支援サーバが１３置かれ、
患者確認のほか、オーダー確認、処置入力、患者データ
参照がなされ、処置ガイダンスの表示をしている。輸血
部門１４では、その他サーバ１５が置かれ、患者確認が
なされている。外来部門１６では、その他サーバ１７が
置かれ、患者確認のほか、オーダー確認、処置入力がな
されている。
【００４７】患者が携帯する患者用携帯情報端末２３、
または、各部門に配置されるＰＤＡ（携帯情報端末）２
０は、音声情報、文字情報の両方、またはどちらか一つ
を選択でき、必要に応じて切り替えができ、音声情報は
発音によるか、警告のビープ音等の音の情報にするか
は、ユーザーが状況に応じて選択でき、発音の速度は、
聞き取り能力に個人差があるため、ＰＤＡごとに調整が*
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*可能となっている。
【００４８】また、あらかじめ危険度の高い薬品や処置
などは、ＰＤＡ側に音声情報を保持し、使用頻度の高い
データも、ＰＤＡ側に保持するようになっている。
【００４９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明はイーサネ
ットを利用した病院内の患者誤認防止のための病院医療
情報システムの構成によって、頻繁に発生する医療現場
の事故の中で、小さなミスもリアルタイムに分別し、患
者誤認防止のための情報を画面にビジュアライズに表示
し、かつ、音声で警告できるようになり、患者が携帯す
るリストバンドによって、患者誤認防止が完全になっ
た。
【００５０】また、本システムは１台のＰＤＡの上で医
療過誤防止ばかりか、看護支援、医療看護管理をシステ
ムとして利用でき、従来のようにシステムごとに端末を
用意する必要がなくなった。
【００５１】
【図面の簡単な説明】
【図  １】  本発明の病院医療情報システムの構成図

【図  ２】  リストバンドの展開図。
【図  ３】  病院用携帯情報端末の正面図。
【符号の説明】
１：イーサネット
２：医事事務部門
３：オーダリングサーバ
４：中央材料部門
５：医療材料物流サーバ
６：薬剤部門
７：薬剤管理サーバ
８：検査部門
９：検査部サーバ
１０：核医学部門
１１：画像サーバ
１２：病棟部門
１３：看護支援サーバ
１４：輸血部門
１５：その他サーバ
１６：外来部門
１７：その他サーバ
１８：情報アクセスサーバ
１９：ＨＵＢ
２０：ＰＤＡ
２１：リストバンド
２２：手術室
２３：患者用携帯情報端末
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